
    
 

１．学 年  第３学年 
 
２．単元名  「人権と日本国憲法」  （中項目 「人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」は

本単元「人権と日本国憲法」と次単元「人権と共生社会」

で構成されている。） 
 
３．単元  「人権と日本国憲法」について 

人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に深めさせるとともに，日本国憲法の基本的

原則，及び国民統合の象徴としての天皇について理解させる。 

 

４．単元の目標 

  ①人が生まれながらにもつ権利として保障されている基本的人権の意味を考えさせる。（本

時） 

②基本的人権の理念は，人類の多年にわたる自由獲得の努力の結果であり，過去幾多の試練に

堪えてきた価値あるものであることを理解させる。 

③日本国憲法の基本的原則について理解を深めさせるとともに，国民主権と関連させながら国

民統合の象徴としての天皇について理解させる。 

④民主主義は個人の尊厳を基礎とし，すべての国民の自由と平等が確保されて実現するもので

あることについて理解を深めさせる。 
 
５．単元の評価規準 

  「人権と日本国憲法」 

関心・意

欲・態度 
思考・判断 技能・表現 知識・理解 

基 本的

人権につ

いて，様々

な事例な

どを通じ

て，自分の

問題とし

て追求し

続けよう

とする。 
 

 

 

人が生まれながらにもつ権利と

して保障されている基本的人権の

意味を考察できる。 

基本的人権の理念について，人

権の歴史を踏まえてその意義を考

察できる。 

日本国憲法の基本的原則につい

て，どうしてそれが三大原理とい

い得るのかを考察するとともに，

国民統合の象徴としての天皇につ

いて国民主権と関連させて考える

ことができる。 

個人の尊厳がどうして人権保障

の基本となるのか，考察できる。

基本的人権

について，

様々な事例な

どを基に自分

自身の言葉で

話し合うこと

ができる。 

  

 

 

 

 

 

人が生まれながらにしても

つ基本的人権とはどういうも

のか，理解できる。 

人権獲得の歴史を踏まえて，

基本的人権の理念について理

解できる。 

日本国憲法の基本的原則，及

び国民統合の象徴としての天

皇について理解できる。 

個人の尊厳が人権保障の基

本となっていることを理解で

きる。 
 

 
６．単元に関する指導と評価の計画（全４時間） 

評   価 
時 学習内容（時数） 

関心 思考 技能 知識 評 価 規 準 評価方法

１ 

人権を考えよう 

 「ちがいのち

がい」を考える 

（１時間）本時 

○ ◎ ○  

「ちがいのちがい」を考える討議を通じ

て，基本的人権について様々な事例を基

に自分自身の言葉で話し合い，問題意識

を高めることができる。 

作業結果

観察法 

発表 

 

 

授業展開例（社会公民的分野） 



２ 

人権の歴史と日

本国憲法の制定 

 （１時間） 

 ◎  ○ 

基本的人権の理念が，人類の多年にわた

る自由獲得の努力の結果であり，過去幾

多の試練に堪えてきた価値あるもので

あることを理解するとともに，このよう

な人権の歴史の中で日本国憲法が制定

された意義を考察する。 

観察法 

発表 

３ 

日本国憲法の基

本原理 

（１時間） 

 ○  ◎ 

日本国憲法が基本的人権の尊重，国民主

権及び平和主義を基本的原則としてい

ることについて理解を深め，日本国及び

日本国民統合の象徴としての天皇の地

位と天皇の国事に関する行為について

理解する。 

観察法 

発表 

４ 

基本的人権と個

人の尊重 

（１時間） 

 ○  ◎ 
民主主義は個人の尊厳を基礎とし，すべ

ての国民の自由と平等が確保されて実

現するものであることを理解する。 

観察法 

発表 

 

７．本時の展開 

（１） 本時の目標 

・ 「ちがいのちがい」を考える討議を通じて，「人権とはどういうことか」について様々な事

例から考えることができる。 

・ 基本的人権について，自分の問題として追求し続けようとする。 

【普遍的視点】 

・ 「ちがいのちがい」を考える討議を通して，多様な意見の存在を知り，自分の立場を明確 

にして意見を適切に述べることができるとともに，他の人の意見を共感的に聞くことができる。 

（共感，自他の人権の尊重） 

 ・ 「ちがいのちがい」を考える討議の中で，自己の役割を果たすことができる。 
 
（２）観点別評価規準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

 基本的人権につ

いて，様々な事例

などを通じて積極

的に追求し続けよ

うとする。 

 

 

 

「あってよいちがい」

と「あってはいけないち

がい」を考えることを通

して，基本的人権とは何

かを考察できる。 

討議を通して，人権の

普遍性について考察でき

る。 

「ちがいのちがい」を考える

討議に参加し，自分自身の言葉

で自己の意見を適切に表現す

るとともに，他人の意見を受け

入れることができる。 

 

 

 

 

 
（３）準備物 

   教科書 東京書籍『新しい社会 公民』 

いろいろなちがいを示すカード（教科書掲載の資料を基に作成） 

 
 
（４）展開 

 主な学習活動 主な発問 指導者の支援・留意点 評価規準 評価方法

導

 

入 

 ６人程度のグループに分

かれ，司会者，記録者，発

表者を決める。 

 

 

 

 

 

 

人権とはど

んなことだろ

う。また，人権

が侵害される

とは，どういう

ことだろう。 

 

 

 

 本時の学習の概要を説

明し，動機付けを行う。

 発問は投げかけるにと

どめ，本時の学習を通し

て考えていくことを説明

する。 

 グループ分け，役割分

担が迅速にできるように

必要に応じて支援する。

   



展

 

開

①グループごとにカードを 

 受け取る。 

②カードを裏返して並べ，

カードを取る順番を決め

る。 

③順番が一番になった生徒

が任意にカードを１枚選

んで表に向け，声を出し

て読み上げる。 

④カードが「あってよいち

がい」なのか，「あっては

いけないちがい」なのか

を話し合い，分類する。 

⑤グループ内で意見が一致

しないカード，判断が難

しいカードは，「どちら

ともいえないカード」と

する。 

⑥三つの山に分類が終わっ

たら，ワークシートに番

号を記入する。 

⑦各グループの代表者は，

「あってよいちがい」，

「あってはいけないちが

い」の特徴を発表する。 

⑧それぞれの特徴について

話し合い，共通する特徴

を確認した後，「どちら

ともいえない」カードを

再検討する。 

 

＜振り返り＞ 

 どういう基準で判断した 

のかを確認してみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あってよい

ちがい」と「あ

ってはいけな

いちがい」とは

どんなことだ

ろうか，考えて

みよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カードを配る。 

  

 

 

 

 １枚引いた後は，速や

かに次の人に交替させ

る。まんべんなく時間内

に順番が回るように，時

間管理に留意させる。 

 他の人の意見を茶化し

たりせずに，最後までじ

っくりと聞くことを大切

にさせる。 

 グループ討議において

は，多くの人の意見を聞

いて判断するように促

す。 

 

 

 

 他グループの意見のよ

さを見つけられるように

促す。 

 時間が限られているの

で，時間で区切って発表

させる。 

 

 

 グループとしての意見

をまとめさせる。 

 同じ結論であっても，

判断基準はメンバーごと

に様々であることに留意

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 討議に積極的に

参加している。 

 

 

 

 

 

 

「あってよいち

がい」か，「あって

はいけないちがい

か」，グループの立

場を明確にして，意

見を適切に述べる

ことができる。 

他の人の意見を

共感的に聞くこと

ができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観察 

 

 

 

 

 

 

 

観察 

発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ま

 

と

 

め

 どういう基準で，「あっ

てよいちがい」，「あっては

いけないちがい」を判断し

たのかをワークシートに書

く。 

 自分自身が考える「あっ

てよいちがい」，「あっては

いけないちがい」をワーク

シートに書き加える。 

 判断基準を

考えることを

通して，様々な

事例に共通し

て守らなけれ

ばならないこ

とはどんなこ

とだろう。 

 

 ワークシートに自分の

意見，自分の考えた事例

等を書かせる。 

 

 

 

 

 

 

 多くのグループ

に共通して「あって

はいけないちがい」

とされた事例につ

いては，人権侵害に

つながっているこ

とを考察できる。 

 自分で事例を挙

げて，今後も考え続

けようとする。 

ワークシ

ート 

観察 

 

 

 

 

 

 

 


